
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、平成 19年 3月に「尾張旭市環境基本計画」を策定し、“環境を考え とも

につくる 私たちのまち”を望ましい環境像として掲げています。これに基づき、市、

市民･市民団体、事業者が協力し、これまで環境に配慮した取り組みを総合的に推進し

てきましたが、近年、次のような変化が生じてきました。 

◆東日本大震災や福島第一原子力発電所事敀をきっかけとして国のエネルギー政策が

見直され、電力の安定供給などの様々な課題が生じています。 

◆地球温暖化対策や生物多様性の保全、循環型社会の構築など、様々な環境に関する課

題が提起され、人口の減尐や尐子高齢化などの社会経済情勢の変化も並行して進行

し、深刻化しています。 

◆平成 24年 4月に第四次環境基本計画が閣議決定され、平成 26年 5月には第四次愛知県環境基本計画が策定さ

れました。また、“自然の叡智”をテーマとした愛･地球博（愛知万博）が平成 17 年に開催されたことをはじ

め、生物多様性条約第 10回締約国会議（COP10）が平成 22年に、ESDユネスコ世界会議が平成 26年に開催さ

れるなど、愛知県では環境に関する国際的な動きが集中しています。 

◆上位計画である尾張旭市第五次総合計画が平成 26 年 3 月に策定され、尾張旭市都市計画マスタープランや尾

張旭市緑の基本計画等の関連計画も改定されています。 

◆計画期間の中間年次である平成 25年度が過ぎ、様々な背景に適切に対応し、“環境を考え ともにつくる 私た

ちのまち”の実現に向けた取り組みをさらに加速していくため、これまでの進捗状況を踏まえて計画を見直す

こととしました。 

◆計画の骨格である望ましい環境像や分野別目標、施策の体系の部分については基本的に継承しつつ、計画全体

の進捗状況や目標の達成状況、計画策定後の外部環境や内部環境の変化などを踏まえ、市、市民･市民団体、

事業者の取り組みの部分を中心として、部分的な見直しを行いました。 

 

◆平成 27 年度から 35 年度までの 9 年間とします。なお、尾張旭市第五次総合計画の前期期間が満了する平成

30 年度を新たな見直しの時期として位置づけ、その際には、社会情勢や市民意識の変化等を踏まえ、全面

的又は部分的な見直しの実施を検討するものとします。 

◆次回の見直しの際には、評価手法のあり方についても改めて検討するものとします。 

○人口、世帯数ともに増加を続けていますが、増加率は低下傾向にあり、平成 25 年 3 月末現在の人

口は 81,792人、世帯数は 33,065世帯となっています。 

○平成 5年に 3.03人であった 1世帯あたり人員は、平成 25年には 2.47 人へと減尐しています。 
 

○近隣の名古屋市における年平均気温は 100 年あ

たりで約 1.7℃上昇しており、年間あたり猛暑日

日数や熱帯夜日数は増加傾向にあります。その一

方で冬日日数は減尐傾向にあります。 

○北部丘陵地域は、希尐種が多い地域となっていま

す。しかし、市域の自然環境基礎調査は平成 12

年度以降実施されておらず、動植物･生態系の現

況把握にあたっては、改めて調査を実施すること

が求められています。 
 

○典型 7公害に関する苦情件数は、水質汚濁に関する苦情が減尐していますが、騒音や振動、悪臭に

関する苦情は増加傾向にあります。 

○全国平均や愛知県平均と比較して、1人 1日あたりごみ総排出量は下回っており、資源化率は上回

っています。 
 

○平成 25年 11月末現在の公園面積は 56.15ha（70ヶ所）で、広域公園である小幡緑地や森林公園を

合わせると市民 1人あたりの面積では 49.31m2/人となり、愛知県の平均や国の整備目標を大きく上

回っています。 
 

○平成 2 年と平成 23 年の部門別エネルギー消費量を比較すると、産業部門で減尐している一方、民

生部門では増加が著しくなっています。 

○新エネルギーの賦存量を試算すると、太陽エネルギーやバイオマス燃料製造に比較的大きな潜在性

があると算出されました。 

 (1) 継続的に取り組む場合／新規で追加する場合 

  ① 継続的に取り組むべき内容であること 

  ② 実現可能な取り組み内容であること 

  ③ 緊急性を有すること 

  ④ 可能な限り客観的データで評価できること 

  ⑤ 一つの取り組みが複合的な効果をもたらすこと 

 (2) 取り組み項目を除外する場合 

  ① 既に十分な取り組みが推進されていること 

  ② 社会情勢や環境に対する価値観の変化により、現状にそぐわないこと 

 
基礎的 

条件 

 
自然 

環境 

 
生活 

環境 

 
都市･快適 

環境 

 
広域･地球 

環境 

○子どもたちへの環境教育の充実に大きな期待が寄せられており、将来の環境を見据えて生活環境対

策を充実していくことが、行政の取り組みとして特に重要であるとされました。 

○これからの環境を表すキーワードとしては、「豊かな緑や水辺に囲まれたまち」が最も多く挙げら

れました。 
 

○当初計画策定時と比較して、資源循環型産業の推進が、環境保全のために事業者に求められる取り

組みとして挙げられる割合が高くなっていました。 

○建物の断熱性能の向上や自然エネルギーの導入等の、建物の省エネルギー対策が、環境保全･温室

効果ガス削減のための取り組みとして多く挙げられました。 

○環境保全に取り組む上での課題としては、資金や人材のほか、情報や技術丌足が課題として挙げら

れていました。 
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 市の特性や市民・事業者の意識、そして国や愛知県の動向、さらには社会情勢の変化や上位関連計画の内容な

どを踏まえ、施策の体系を 12から 14へと見直すとともに、併せて具体的な取り組み区分も見直しました。 

 特に、具体的な取り組みについては、「ESDの視点に基づく環境教育の推進」と「省エネルギー化･再生可能エ

ネルギー導入の推進」、そして「生物多様性の保全」の 3点に特に着目して見直しました。 

プログラムの充実 

総合的･体系的に推進する体制づくり 

活動に対する支援 

活動への参加促進 

収集･分析 

発信･活用 

省エネルギー化の推進 

自動車による環境負荷の削減 

その他 

調査･研究の実施 

再生可能エネルギーの普及、導入促進 

生物多様性の保全 

生態系ネットワークの形成 

外来生物対策 

1-1 環境教育･環境学習を進める 

3-1 二酸化炭素（CO2）排出量を削減する 

3-2 再生可能エネルギーを利用する 

ごみを出さない意識づくり 

わかりやすい情報提供 

事業系ごみの減量対策 

新たな資源化 

仕組みづくりによる資源化の推進 

安全に処理するための分別 

効率的な収集と処理 

仕組みづくり 

2-1 ごみを減らす 

2-2 ごみを生かす 

2-3 ごみを適正に処理する 

水循環 

オゾン層保護 

その他 

水･土の汚染防止 

大気汚染、騒音、振動の防止 

有害物質、その他公害への対応 

良好な生活空間づくり 

環境美化 

マナーの向上 

5-1 安全で健康な暮らしを守る 

緑地・樹木の保全 

農地の保全 

水辺の保全 

ふれあいの機会の充実 

まちの緑化 

地域力を生かした資源化の推進 

適正処理 

環
境
を
考
え 

と
も
に
つ
く
る 

私
た
ち
の
ま
ち 

3.地域で地球を 

考えるまちづくり 

4.自然とふれあう 

まちづくり 

5.暮らしやすい 

快適なまちづくり 

1.学び広げる 

まちづくり 

2.ごみのない 

まちづくり 

1-3 環境情報を収集し、提供・活用する 

事業者による資源化の推進 

4-2 緑と水辺を育みふれあう 

4-3 動植物に配慮する 

5-2 快適でゆとりある都市空間をつくる 

4-1 緑と水辺を守りつなげる 

1-2 環境保全活動を進める 

3-3 地球規模の環境問題に取り組む 

 

 あらゆる年齢層に対する環境教育･環境学習の実施方法を模索します。 

 環境学習を行う各主体への支援･育成を行います。 

 各主体をつなぐ組織やネットワークの構築、強化を図ります。 

 ユネスコスクールへの加盟を申請し、子どもたちがESDの視点から議論等する機会を検討します。 

 環境保全活動への参加を促進します。 

 市民や市民団体、事業者等の各主体が保有している情報の共有を図ります。 

※色付き項目：見直し・新規追加 

 

 子ども用品の譲渡や譲受けの場を拡大します。 

 放置自転車の再使用を進めます。 

 剪定枝、木製品の再生利用を進めます。 

 ごみの減量と資源化を自治会等の各種団体と共に積極的に進めます。 

 スプレー缶、カセットボンベ、ライターを危険ごみとして分別回収します。 

 公共事業や市役所等の公共施設から出るごみを適正に処理します。 

 

 市内全ての公共施設で緑のカーテン事業を実施します。 

 次世代自動車等エコカーの導入と、関連設備の整備を促進します。 

 再生可能エネルギーの賦存量･利用可能量の調査を行います。 

 エネルギーを地域で創り、地域で消費するエネルギーの地産地消の研究を進めます。 

 環境省の事業を活用して、公共施設への太陽光発電設備の設置を進めます。 

 光化学スモッグや PM2.5に対する注意喚起や啓発を図ります。 

 

 ため池の多面的な機能を考慮しながら、必要最小限の整備を進めます。 

 「あいち森と緑づくり事業制度」等を活用し、民有地の緑化を進めます。 

 貴重な湿地植物が生育する吉賀池湿地の保全に取り組みます。 

 北部丘陵地と矢田川、天神川の緑のネットワークを形成するための道路緑化を進めます。 

 重要な自然や生物の生息生育の可能性を示した「生物多様性ポテンシャルマップ」の活用を進めます。 

 外来生物の駆除により生態系の保全に取り組みます。 

 

 市民ボランティアの協力を得ながら、地域の環境監視に、より一層取り組みます。 

 河川の水質浄化推進のため、生活排水クリーン推進員を委嘱して啓発活動を展開します。 

 自転車等駐車場の維持管理に努めます。 

 未整備地区での基盤整備や老朽化した施設の管理のあり方などの検討を進めます。 

 都市景観への関心の向上を図ります。 

 飼い主のいない猫を地域で衛生的に管理する「地域ねこ活動」への支援を促進します。 


